
 議員提出議案第１号 

墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２６年２月１３日 

 

墨田区議会議長 

沖 山   仁 様 

 

提出者 墨田区議会議員  樋 口 敏 郎 

同     山 本   亨 

同     福 田 はるみ 

同     佐 藤   篤 

同     おおこし 勝広 

同     高 橋 正 利 

同     西   恭三郎 

同     細 田 一 夫 

 

   墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す 

   る条例 

墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年墨田区条例第

１７号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「、支度料」を削る。 

   付 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第５条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に出発

する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。 

 



（提案理由） 

諸般の情勢に鑑み、議員の費用弁償のうち、支度料を廃止する必要がある。 


